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○美幌町附属機関に関する条例 

(平成 25 年 3 月 19 日美幌町条例第 6 号) 

(設置) 

第 1 条 法律又はこれに基づく政令に定めがあるものを除くほか、地方自治法

(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 条の 4 第 3 項の規定に基づき、別表のとおり

本町に執行機関の附属機関(以下「附属機関」という。)を設置する。 

(所掌事項) 

第 2 条 附属機関は、執行機関の諮問等に応じて、それぞれ別表に掲げる所掌

事項について審査、審議等を行うものとする。 

(組織及び構成) 

第 3 条 附属機関は、それぞれ別表に掲げる定数の委員をもって組織する。 

2 委員は、別表の構成欄に掲げる者のうちから、それぞれ執行機関が委嘱す

る。 

(臨時委員及び専門委員) 

第 4 条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、附属機関に臨時

委員若干人を置くことができる。 

2 専門の事項を調査させるため必要があるときは、附属機関に専門委員若干人

を置くことができる。 

3 臨時委員は、その特別の事項について学識経験又は密接な関係を有する者の

うちから、執行機関が委嘱する。 

4 専門委員は、その専門の事項について学識経験を有する者のうちから、執行

機関が委嘱する。 

5 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了した時は、解嘱される

ものとする。 

6 専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了した時は、解嘱されるもの

とする。 

(美幌町総合計画審議会の参与) 

第 5 条 美幌町総合計画審議会に、必要に応じて参与若干人を置くことができ

る。 

2 参与は、町長が委嘱する。 

3 参与は、会議に出席し、意見を述べることができる。 
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(任期) 

第 6 条 委員の任期は、それぞれ別表に掲げる期間とする。ただし、委員に欠

員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員は、法律又は条例に特別の定めがあるものを除き、再任されることがで

きる。 

3 執行機関は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解嘱するこ

とができる。 

(会長等) 

第 7 条 附属機関に会長又は委員長(以下「会長等」という。)を置き、副会長

又は副委員長(以下「副会長等」という。)を置くことができる。 

2 会長等及び副会長等の選任については、それぞれ別表に掲げる方法により選

任するものとする。 

3 会長等は、会務を総理し、当該附属機関を代表する。 

4 副会長等は、会長等を補佐し、会長等に事故あるとき又は会長等が欠けたと

きは、その職務を代理する。ただし、副会長等を置かない場合において、会長

等に事故あるときは、あらかじめ会長等が指名する委員がその職務を代理する

ものとする。 

(会議) 

第 8 条 会議は、会長等が招集する。ただし、委員の任期満了後新たに委員が

委嘱された場合又は新たに附属機関が設置された場合において最初に会議を開

くときは、執行機関が招集する。 

2 会長等は、会議の議長となる。 

3 附属機関は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。)の過半数が出席しな

ければ会議を開くことができない。 

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。 

5 会議には、関係職員が出席し、説明を行い、及び意見を述べることができ

る。 

(部会) 

第 9 条 附属機関は、必要があるときは、部会を置くことができる。 
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2 部会は、会長等が指名する委員、臨時委員及び専門委員(以下この条におい

て「委員等」という。)をもって組織する。 

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員等の互選によってこれを定め

る。 

4 部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名する委員がその職務を代

理する。 

5 前条の規定は、部会の会議について準用する。 

(秘密の保持) 

第 10 条 委員、臨時委員及び専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏ら

してはならない。その職を退いた後も同様とする。 

(庶務) 

第 11 条 附属機関の庶務は、それぞれ別表に掲げる主管部局において処理す

る。 

(報酬及び費用弁償) 

第 12 条 附属機関の委員の報酬及び費用弁償は、条例で別に定める。 

(美幌町情報公開・個人情報保護審査会の調査権限等) 

第 13 条 美幌町情報公開・個人情報保護審査会(以下この条において「審査

会」という。)は、美幌町情報公開条例(平成 12 年美幌町条例第 4 号)、美幌

町個人情報保護条例(平成 17 年美幌町条例第 29 号)又は美幌町特定個人情報

保護条例(平成 27 年美幌町条例第 30 号)の規定に基づく処分に係る審査請求

を審査するため必要があると認めるときは、当該各条例に規定する実施機関

(以下この条において「実施機関」という。)に対し、関係する公文書、保有個

人情報又は保有特定個人情報の提出を求めることができる。この場合におい

て、何人も、審査会に対し、その提出されたものの公開を請求することができ

ない。 

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒ん

ではならない。 

3 審査会は、第 1 項の審査請求を審査するため必要があると認めるときは、実

施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報若しくは保有特

定個人情報に含まれている情報を審査会の指定する方法により分類し、又は整

理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 
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4 第 1 項及び前項に定めるもののほか、審査会は、第 1 項の審査請求に関し、

審査請求人、参加人(行政不服審査法第 13 条第 4 項に規定する参加人をい

う。以下同じ。)又は実施機関(以下この条において「審査請求人等」とい

う。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知ってい

る事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。 

5 審査請求人等は、審査会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見書若

しくは資料を提出することができる。ただし、審査会がその必要がないと認め

るときは、この限りでない。 

6 審査請求人等は、審査会が前項の規定による意見書又は資料を提出すべき相

当の期間を定めたときは、その期間内に提出しなければならない。 

7 審査請求人等は、第 4 項及び第 5 号の規定により審査会に提出された資料の

閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表

示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電

磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この

場合においては、行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)第 78 条の規定を準

用する。 

8 審査会の委員は、自己又はその親族からの審査請求の議事に加わることはで

きない。 

(補則) 

第 14 条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

(罰則) 

第 15 条 第 10 条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1 年以下の懲役又は 5

0 万円以下の罰金に処する。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 
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別表(第 1 条、第 2 条、第 3 条、第 6 条、第 7 条、第 11 条関係) 

設

置 

附属機関名 

(設置根拠法令

及び関係条例) 

所掌事項 定数 構成 任期 組織及

び選任

方法 

主

管

部

局 

町

長 

美幌町名誉町

民推薦審議会 

(美幌町名誉町

民条例) 

・美幌町名誉町

民の選考にかか

る町長の諮問事

項の審議 

10 人

以内 

・識見を有する

者 

諮問に

係る審

議終了

まで 

会長 

副会長 

委員 

※委員

の互選 

総

務

部 

美幌町行政不

服審査会 

(行政不服審査

法第 81 条第 1

項) 

・行政不服審査

法の規定により

その権限に属さ

せられた事項を

処理すること。 

3 人 ・その権限に属

する事項に関し

公正な判断をす

ることができ、

かつ法律又は行

政に関して優れ

た識見を有する

者 

3 年 会長 

委員 

※委員

の互選 

総

務

部 

美幌町法令遵

守審査会(法令

遵守の推進に

関する条例) 

・公益通報に関

する審査、是正

の勧告等 

・不当要求行為

に関する審査、

是正の勧告等 

・運用状況の調

査及び報告 

・その他法令遵

守推進条例の実

施に関し必要な

意見を述べるこ

と。 

3 人

以内 

・人格が高潔

で、法令に関し

専門的知識を有

する者又は学識

経験者 

2 年 委員 

美幌町

法令遵

守相談

調査員 

※委員

の互選 

総

務

部 

美幌町特別職

報酬等審議会 

・美幌町の特別

職の報酬等の額

についての町長

の諮問事項を審

議し、意見を述

べること。 

7 人

以内 

・美幌町の住民 

・その他町長が

必要と認める者 

2 年 会長 

委員 

※委員

の互選 

総

務

部 
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設

置 

附属機関名 

(設置根拠法令

及び関係条例) 

所掌事項 定数 構成 任期 組織及

び選任

方法 

主

管

部

局 

美幌町防災会

議 

(災害対策基本

法(昭和 36 年

法律第 223

号)第 16 条) 

・美幌町地域防

災計画を作成

し、その実施を

推進すること。 

・美幌町水防計

画を作成し、そ

の実施を推進す

ること。 

・町長の諮問に

応じて、美幌町

の地域に係る防

災に関する重要

事項を審議し、

町長に意見を述

べること。 

・その他法律又

はこれに基づく

政令により、そ

の権限に属する

事務 

35 人

以内 

・指定地方行政

機関の職員のう

ち当該機関の長

の同意を得た者 

・陸上自衛隊美

幌駐屯部隊の自

衛官のうち当該

所属長の同意を

得た者 

・北海道知事の

部内の職員のう

ち北海道知事の

同意を得た者 

・北海道警察の

警察官のうち当

該所属長の同意

を得た者 

・美幌町の職員 

・教育委員会の

教育長 

・美幌･津別広

域事務組合消防

長及び美幌消防

団長 

・指定公共機関

又は指定地方公

共機関の職員の

うち当該機関の

長の同意を得た

者 

・自主防災組織

を構成する者又

は学識経験のあ

る者 

委員と

して委

嘱され

ること

となっ

た職に

ある期

間。た

だし、

指定公

共機関

又は指

定地方

公共機

関の職

員のう

ち当該

機関の

長の同

意を得

た者及

び自主

防災組

織を構

成する

者又は

学識経

験のあ

る者に

あって

は、2

年 

会長 

委員 

※会長

は町長

をもっ

て充て

る。 

総

務

部 

美幌町国民保

護協議会 

(武力攻撃事態

等における国

民の保護のた

めの措置に関

・町長の諮問に

応じて美幌町の

区域に係る国民

の保護のための

措置に関する重

要事項を審議

35 人

以内 

・指定地方行政

機関の職員 

・自衛隊に所属

する者 

・北海道の職員 

・副町長及び教

2 年 会長 

委員 

※会長

は町長

をもっ

総

務

部 



【資料１－３】 

7 

 

設

置 

附属機関名 

(設置根拠法令

及び関係条例) 

所掌事項 定数 構成 任期 組織及

び選任

方法 

主

管

部

局 

する法律(平成

16 年法律第 1

12 号)第 39

条) 

し、町長に意見

を述べること。 

育委員会の教育

長 

・美幌・津別広

域事務組合消防

長又はその指名

する職員 

・美幌町の職員 

・指定公共機関

又は指定地方公

共機関の役員又

は職員 

・国民の保護の

ための措置に関

し知識又は経験

を有する者 

て充て

る。 

美幌町情報公

開・個人情報

保護審査会 

(美幌町情報公

開条例) 

(美幌町個人情

報保護条例) 

(美幌町特定個

人情報保護条

例) 

・第 13 条第 1

項の審査請求に

関する審査及び

答申 

・個人情報の収

集、利用及び提

供について意見

を述べること。 

・個人情報の開

示決定等、訂正

決定及び利用停

止決定等に対す

る審査請求につ

いての調査審議

及び答申 

・個人情報保護

制度に関し、諮

問に応じて調査

審議し、意見を

述べること。 

5 人

以内 

・学識経験者 2 年 会長 

副会長 

委員 

※委員

の互選 

町

民

生

活

部 

美幌町自治推

進委員会 

(美幌町自治基

本条例(平成 2

・美幌町自治基

本条例第 49 条

第 2 項に基づく

町長の諮問事項

の審議及び答申 

10 人

以内 

・自治について

識見を有する者 

・町内に住所を

有する者、町内

で働き又は学ぶ

2 年 会長 

副会長 

委員 

※委員

の互選 

総

務

部 



【資料１－３】 

8 

 

設

置 

附属機関名 

(設置根拠法令

及び関係条例) 

所掌事項 定数 構成 任期 組織及

び選任

方法 

主

管

部

局 

3 年美幌町条

例第 8 号)) 

・美幌町自治基

本条例第 49 条

第 3 項各号に規

定する事項の審

議及び提言 

者及び事業活動

その他の活動を

営む者のうち公

募に応じた者 

・その他町長が

適当と認める者 

美幌町総合計

画審議会 

・町長の諮問に

応じ、美幌町総

合計画及び国土

利用美幌町計画

について審議

し、意見を述べ

ること。 

25 人

以内 

・自治について

識見を有する者 

2 年 会長 

副会長 

委員 

※委員

の互選 

総

務

部 

美幌町まち・

ひと・しごと

創生推進委員

会 

・美幌町まち・

ひと・しごと創

生総合戦略の策

定及び推進につ

いて審議し、意

見を述べるこ

と。 

10 人

以内 

・自治について

識見を有する者 

2 年 会長 

副会長 

委員 

※委員

の互選 

総

務

部 

美幌町行政改

革推進委員会 

・美幌町の行政

改革の推進に関

する諮問事項の

調査審議 

10 人

以内 

・町政について

識見を有する者 

3 年 会長 

委員 

※委員

の互選 

総

務

部 

美幌町空家等

対策協議会(空

家等対策の推

進に関する特

別措置法(平成

26 年法律第 1

27 号)第 7 条) 

・空家等対策の

推進に関する特

別措置法第６条

第１項に規定す

る空家等対策計

画の作成及び変

更並びに実施に

関すること 

・その他空家等

対策に関し必要

なこと 

10 人

以内 

・地域住民 

・学識経験者 

・その他町長が

必要と認める者 

2 年 会長 

副会長 

委員 

※会長

は町長

をもっ

て充

て、副

会長は

委員の

うちか

ら会長

が指名

する。 

総

務

部 

美幌町国民健

康保険運営協

・国民健康保険

事業の運営に関

9 人

以内 

・被保険者を代

表する者  3

3 年(国

民健康

会長 

委員 

町

民
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設

置 

附属機関名 

(設置根拠法令

及び関係条例) 

所掌事項 定数 構成 任期 組織及

び選任

方法 

主

管

部

局 

議会 

(国民健康保険

法(昭和 33 年

法律第 192

号)第 11 条) 

する重要事項の

審議 

人以内 

・保険医又は保

険薬剤師を代表

する者  3 人

以内 

・公益を代表す

る者  3 人以

内 

保険法

施行令

(昭和 3

3 年政

令第 36

2 号)第

4 条に

よる) 

※公益

代表委

員から

全委員

による

選挙で

選出(国

民健康

保険法

施行令

第 5 条

による) 

生

活

部 

美幌町予防接

種健康被害調

査委員会 

(予防接種法

(昭和 23 年法

律第 68 号)) 

・町が実施した

予防接種におけ

る町民の健康被

害発生時に、町

長の請求に応じ

て次の事項につ

いて医学的な見

地から調査審

議、助言を行

う。 

(1) 疾病の状況

等に関するこ

と。 

(2) 診療内容及

び必要な特殊検

査又は剖検につ

いての助言等に

関すること。 

(3) その他予防

接種に係る事故

防止について町

長が必要と認め

たこと。 

5 人

以内 

・美幌医師会が

推薦する医師 

2 人 

・北海道知事の

推薦する医師 

1 人 

・オホーツク総

合振興局保健環

境部北見地域保

健室長 

・美幌町立国民

健康保険病院長 

2 年 委員長 

委員 

※委員

の互選 

福

祉

部 

美幌町青少年

問題協議会 

(地方青少年問

題協議会法(昭

・地方青少年問

題協議会法第 2

条に規定する事

務 

12 人

以内 

・美幌町議会議

員 

・関係行政機関

の職員 

・学識経験者 

2 年 会長 

副会長

 2 人 

委員 

※会長

教

育

委

員

会
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設

置 

附属機関名 

(設置根拠法令

及び関係条例) 

所掌事項 定数 構成 任期 組織及

び選任

方法 

主

管

部

局 

和 28 年法律第

83 号)) 

は、町

長をも

って充

て、副

会長

は、委

員の互

選によ

る。 

事

務

局 

美幌町地域福

祉計画策定委

員会 

・美幌町地域福

祉計画の策定に

関すること。 

・美幌町地域福

祉計画に関する

調査及び研究 

・その他目的達

成に必要と認め

られる事項 

15 人

以内 

・福祉に関し識

見を有する者 

・町民関係団体

等の関係者 

・福祉関係団体

等の関係者 

・公募により選

任された町民 

計画策

定(見直

しを含

む。)の

期間 

委員長 

副委員

長 

委員 

※委員

の互選 

福

祉

部 

美幌町障害者

自立支援協議

会 

(障害者の日常

生活及び社会

生活を総合的

に支援するた

めの法律(平成

17 年法律第 1

23 号)第 89 条

の 3) 

・美幌町地域生

活支援事業実施

規則(平成 18 年

美幌町規則第 34

号)第 2 条第 1

項第 1 号に規定

する相談支援事

業の運営に関す

ること。 

・困難事例への

対応のあり方に

関すること。 

・地域の関係機

関によるネット

ワーク構築に関

すること。 

・障がい福祉計

画の策定・評価

及び見直しに関

すること。 

・障害者基本法

(昭和 45 年法律

25 人

以内 

・障害福祉に関

し識見を有する

者 

・保健、医療及

び福祉関係機関

の関係者 

・学校教育関係

機関の関係者 

・商工、労働関

係機関の関係者 

・障害福祉施設

等の関係者 

・障害当事者団

体等の関係者 

・公募により選

任された町民 

・その他町長が

必要と認める者 

3 年 会長 

副会長 

委員 

※委員

の互選 

福

祉

部 
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設

置 

附属機関名 

(設置根拠法令

及び関係条例) 

所掌事項 定数 構成 任期 組織及

び選任

方法 

主

管

部

局 

第 84 号)第 36

条第 4 項各号に

掲げる事務 

・その他障害福

祉の推進に関す

ること。 

美幌町高齢者

保健福祉・介

護保険事業推

進委員会 

・高齢者福祉計

画の策定に関す

ること。 

・介護保険事業

計画の策定に関

すること。 

・上記各計画の

推進に関するこ

と。 

18 人

以内 

・保健、医療及

び福祉に関する

機関又は団体等

の関係者 

・公募により選

任された町民 

3 年 委員長 

副委員

長 

委員 

※委員

の互選 

福

祉

部 

美幌町次世代

育成支援推進

協議会 

(子ども・子育

て支援法(平成

24 年法律第 6

5 号)第 77 条) 

・美幌町子ど

も・子育て支援

事業計画の策定

に関すること。 

・美幌町子ど

も・子育て支援

事業計画に関す

る施策の総合的

かつ計画的な推

進に関するこ

と。 

・次世代育成支

援対策の推進に

関し必要な措置

の協議に関する

こと。 

・その他町長が

特別に必要と認

めること。 

20 人

以内 

・子育て支援に

関係する者 

・福祉・保健・

医療又は教育等

次世代育成支援

に関係する者 

・その他町長が

必要と認める者 

2 年 会長 

副会長

  

委員 

※委員

の互選 

福

祉

部 

美幌町成年後

見実施機関運

営協議会 

・美幌町成年後

見実施機関の後

見事務の審議及

び指導 

・市民後見人の

後見事務実施状

10 人

以内 

・学識経験を有

する者 

・弁護士 

・司法書士 

・社会福祉士 

・実施機関の公

3 年 会長副

会長委

員※委

員の互

選 

福

祉

部 
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設

置 

附属機関名 

(設置根拠法令

及び関係条例) 

所掌事項 定数 構成 任期 組織及

び選任

方法 

主

管

部

局 

況 

・被後見人等か

らの苦情申立等

の審査及び対応 

・関係機関等か

らの苦情等の審

査及び対応 

・地域における

後見に関する調

査への助言 

正及び中立性を

確保するために

町長が必要と認

める者 

美幌町福祉有

償運送運営協

議会 

(道路運送法施

行規則(昭和 2

6 年運輸省令

第 75 号)第 51

条の 7 及び第

51 条の 8) 

・道路運送法施

行規則第 49 条

第 3 号に規定す

る福祉有償運送

(以下この項に

おいて「福祉有

償運送」とい

う。)の実施に

係る道路運送法

(昭和 26 年法律

第 183 号)(以下

この項において

「法」とい

う。)第 79 条に

規定する自家用

有償旅客運送の

登録(法第 79 条

の 6 第 1 項の規

定に基づく有効

期間の更新の登

録及び法第 79

条の 7 第 1 項の

規定に基づく変

更登録を含

む。)を申請す

る場合における

運送の必要性、

旅客から収受す

る対価に関する

こと。 

9 人

以内 

・美幌町の職員 

・福祉有償運送

の利用者又は介

護者 

・ボランティア

連絡協議会の関

係者 

・町内一般旅客

自動車運送事業

者 

・自治会福祉部

連合会の関係者 

・北海道運輸局

北見支局の職員 

・町内一般旅客

自動車運送事業

者の運転者が組

織する団体の関

係者 

・町内福祉有償

運送を行ってい

る事業者 

・その他町長が

必要と認める者 

2 年 会長 

副会長 

委員 

※委員

の互選 

福

祉

部 
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設

置 

附属機関名 

(設置根拠法令

及び関係条例) 

所掌事項 定数 構成 任期 組織及

び選任

方法 

主

管

部

局 

・法第 79 条の

12 第 1 項第 4

号の規定による

合意の解除に関

すること。 

・福祉有償運送

の安全性の確保

及び利用者の利

便性の確保に関

すること。 

・その他福祉有

償運送に関する

こと。 

美幌町新エネ

ルギー導入推

進委員会 

・新エネルギー

導入の推進に関

すること。 

・重点プロジェ

クトの推進に関

すること。 

・美幌町地域新

エネルギービジ

ョン実施状況等

に関すること。 

10 人

以内 

・学識経験者 

・地場産業関係

者 

・エネルギー供

給関係者 

2 年 委員長 

委員 

※委員

の互選 

経

済

部 

美幌町都市計

画審議会 

(都市計画法

(昭和 43 年法

律第 100 号)

第 77 条の 2

第 1 項) 

・都市計画に関

する調査審議 

・都市計画につ

いての意見に関

する調査審議 

・その他都市計

画上必要な事項

に関する調査審

議 

14 人

以内 

・学識経験者 

6 人以内 

・町議会議員 

4 人以内 

・関係行政機関

の職員 若干人 

・住民代表 若

干人 

2 年 会長 

委員 

※学識

経験者

として

委嘱さ

れた委

員のう

ちから

委員の

選挙に

より定

める。 

建

設

部 

町営住宅入居

者選考委員会 

(美幌町営住宅

管理条例) 

・町公営住宅入

居者の選考のた

めの住宅困窮度

の判定につい

5 人

以内 

・民生委員 2 年 委員長 

委員 

※委員

の互選 

建

設

部 
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設

置 

附属機関名 

(設置根拠法令

及び関係条例) 

所掌事項 定数 構成 任期 組織及

び選任

方法 

主

管

部

局 

て、意見を述べ

ること。 

美幌町住生活

基本計画策定

会議 

(住生活基本法

(平成 18 年法

律第 61 号)第

18 条第 1 項) 

・美幌町住生活

基本計画の策定

について審議

し、意見を述べ

ること。 

15 人

以内 

・関係団体 

・公募により選

任された町民 

計画策

定(見直

しを含

む。)の

期間 

委員長 

副委員

長 

※委員

の互選 

建

設

部 

教

育

委

員

会 

美幌町教育支

援委員会 

・教育上特に配

慮を要する幼

児、児童及び生

徒の心身の障害

の種類、程度の

判断に関し、教

育長の指定する

事項についての

調査及び審査を

行うこと。 

・上記の結果に

ついて報告を行

うこと。 

・特別支援教育

の推進のため、

関係する機関と

の連携及び調整

に関すること。 

・特別支援教育

の充実のため、

研修及び広報・

啓発活動に関す

ること。 

20 人

以内 

・医師 

・学識経験者 

・教育関係者 

・関係行政機関

の職員 

・児童福祉施設

の職員 

2 年 会長 

副会長 

委員 

※委員

の互選 

教

育

委

員

会

事

務

局 

美幌町学校給

食運営委員会 

・学校給食に関

する重要な事項

について審議

し、これに必要

な調査、研究を

行うこと。 

・食物アレルギ

ーのある児童生

14 人

以内 

・小学校、中学

校の校長 5 人 

・学識を有する

者のうち、次に

掲げる者 

 ア 学校医 

1 人 

 イ 学校薬剤

2 年 会長 

副会長 

委員 

※委員

の互選 

教

育

委

員

会

事

務

局 
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設

置 

附属機関名 

(設置根拠法令

及び関係条例) 

所掌事項 定数 構成 任期 組織及

び選任

方法 

主

管

部

局 

徒の情報、学校

給食施設の設備

や人員配置等に

ついて協議を行

い、関係者間で

情報の共有を図

ること。 

師 1 人 

・小学校、中学

校のＰＴＡ会長

 若干人 

・児童、生徒の

保護者 若干人 

・美幌消防署長 

美幌町社会教

育委員の会議 

(社会教育法

(昭和 24 年法

律第 207 号)

第 15 条) 

・社会教育法第

17 条に規定する

職務 

13 人

以内 

・学校教育及び

社会教育関係者 

・家庭教育の向

上に資する活動

を行う者 

・学識経験者 

2 年 委員長 

副委員

長 

委員 

※委員

の互選 

教

育

委

員

会

事

務

局 

美幌博物館協

議会 

(博物館法(昭

和 26 年法律第

285 号)第 20

条) 

・博物館の運営

に関し、博物館

長の諮問に応

じ、博物館活動

について意見を

述べること。 

10 人

以内 

・学校教育及び

社会教育関係者 

・家庭教育の向

上に資する活動

を行う者 

・学識経験者 

2 年 会長 

副会長 

委員 

※委員

の互選 

教

育

委

員

会

事

務

局 

美幌町文化財

審議委員会 

(文化財保護法

(昭和 25 年法

律第 214 号)

第 190 条) 

・教育委員会の

諮問に応じて、

文化財の保存及

び活用に関する

重要事項につい

て調査審議し、

これらの事項に

関して教育委員

会に建議するこ

と。 

10 人

以内 

・学識経験者 2 年 会長 

副会長 

委員 

※委員

の互選 

教

育

委

員

会

事

務

局 

美幌町図書館

協議会 

(図書館法(昭

和 25 年法律第

118 号)第 14

条) 

・図書館の運営

に関し、図書館

長の諮問に応

じ、図書館活動

について意見を

述べること。 

7 人

以内 

・学校教育及び

社会教育関係者 

・家庭教育の向

上に資する活動

を行う者 

・学識経験者 

2 年 会長 

副会長 

委員 

※委員

の互選 

教

育

委

員

会

事
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設

置 

附属機関名 

(設置根拠法令

及び関係条例) 

所掌事項 定数 構成 任期 組織及

び選任

方法 

主

管

部

局 

務

局 

農

業

委

員

会 

美幌町農地等

集団化事業推

進委員会 

(土地改良法

(昭和 24 年法

律第 195 号)) 

・分散する農地

等の交換、分合

を円滑に推進

し、農業経営の

合理化を図るた

め、次の事項を

所掌する。 

(1) 集団化事業

の趣旨及び宣伝

に関すること。 

(2) 集団化事業

に関連する調査

並びに意見の調

整に関するこ

と。 

(3) 集団化事業

計画案の作成に

関すること。 

(4) その他集団

化事業推進に関

すること。 

10 人

以内 

・農業委員会委

員 2 人 

・事業実施地区

内の者 8 人以

内 

北海道

の指定

を受け

る集団

化事業

実施期

間内 

委員長 

委員 

※委員

の互選 

農

業

委

員

会

事

務

局 

 


